
 

＊ 回 答 す る 前 に お 読 み く だ さ い ＊ 
 

平成２７年度から、「子ども・子育て支援新制度」が始まり、本市では、当年度に「橿原市子ども・

子育て支援事業計画」（平成２７年度から平成３１年度までの５ヵ年計画）を策定しました。本計画を

策定するにあたっては、子育て中の保護者のニーズを的確に反映するため、就学前児童・就学児童（小

学生）の保護者を対象とした「子ども・子育て支援に関するアンケート調査」を実施し、また、計画

素案の段階でパブリック・コメントを実施した上で策定しております。 

本年度はこの計画期間の中間年度であることから、新たにこの計画の点検・見直しを図るため、皆

様の教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」や「今後の利用意向」を把握するために行います。 

なお、子ども・子育て支援新制度は、以下の様な考え方に基づいています。 

●子ども・子育て支援新制度は、急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く環境の変化に対応

して、子どもや保護者に必要な支援を行い、一人ひとりの子どもが健やかに成長することがで

きる社会を実現することを目的としています。 

●子どもの成長においては、一人ひとりがかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、

子ども自身が、自分の存在や価値を肯定する感覚・感情を持って育まれることが重要です。子ど

も・子育て支援新制度は、社会全体の責任として、そのような環境を整備することを目指してい

ます。 

●子ども・子育て支援新制度は、以上のような考え方をもとに、保護者には子育てについての第

一義的責任があることを前提としつつ、保護者が子育てについての責任を果たすことや、子育

ての権利を享受することが可能となるような支援を行うものです。 

●地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、

保護者が、自分の存在や価値を肯定する感覚・感情を持ちながら子どもと向き合える環境を整

え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができる

ような支援を目指しています。 

いただいたご回答を参考に、橿原市の子ども・子育て支援を推進します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て家庭  

回答  

調査票 

を送付  

本調査により、 

子育て支援の利用状況や 

希望等を把握  
平成２９年度は５カ年計画の中間年に 

あたるため、調査等によって現状を把握 

橿原市子ども・子育て支援事業計画 

（平成２７～３１年度の５か年計画） 

橿原市における保育園（所）・幼稚園・認定

こども園などの施設や、地域の様々な子ど

も・子育て支援サービスを計画的に展開しま

す。 

この計画で推進する事業については、毎年点

検と状況把握を行っています。 計画に 

基づいて 

推進 

幼稚園、保育園（所） 

認定こども園 

 

放課後児童クラブ、 

地域子育て支援拠点事業、 

一時預かり、病児保育 など 

橿原市子ども・子育て会議等 



 

用語解説 
アンケート内に説明がない用語の解説です。（主な１３事業については問１９～問３１で解説していま

す。） 

認定こども園 

〈問６他〉 

認定こども園とは、幼稚園、保育所等のうち、 

（１）就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能（保護者が働いている・

いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能） 

（２）地域における子育て支援を行う機能（すべての子育て家庭を対象に、子

育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能） 

を備える施設をいいます。 

 

なお、本市で開園している「橿原市こども園」は、認定こども園とは異なる

本市独自の幼保一体化の取り組みです。 

家庭児童相談員 

〈問６〉 

0 歳から 18 歳未満の子どもを持つ家庭の相談を行います。 

利用を希望される場合は、子育て支援課にて受け付けています。 

母親（両親）学級 

〈問２８⑤〉 

母親学級（マザーズクラス）は、妊娠５～６ヶ月頃の妊婦の方（妊娠中

であれば対象時期を過ぎていても受講可能）を対象に、妊娠、出産、育児

の学習と、友達づくりの場として開催しています。安心してお産に望める

ようにいろいろな不安を解消していただくことを目的としています。 

両親学級は、出産を控えたお母さんやそのご家族を対象に、出産から子

育てについて学習したり、体験する場です。 

休日・夜間応急診療所 

〈問３０③〉 

保健福祉センター北館において、市民の皆さんの休日や夜間の急病に備

えて、応急診療を行っています。 

乳幼児突然死症候群 

（ＳＩＤＳ） 

〈問３０⑦〉 

「ＳＩＤＳ」とは、それまで元気だった赤ちゃんが、兆候なく眠ってい

る間に突然死してしまう病気で、窒息などとは異なります。 

ＳＩＤＳの予防方法は確立していませんが、以下の 3 つのポイントを守

ることにより、ＳＩＤＳの発症率が低くなるというデータがあります。 

●1 歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう 

●できるだけ母乳で育てましょう 

●たばこをやめましょう           （厚生労働省ＨＰより） 

乳児健診・幼児健診 

〈問３１〉 

乳児健診は 3 か月児・10 か月児、幼児検診は 1 歳 6 か月児・3 歳 6 か

月児を対象に、お子さんの健康の保持・増進を図る事や、安心して育児を

行える事を目的に行っています。 
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平成２９年度 橿原市 

子ども・子育て支援に関するアンケート調査（案） 
 

 

皆様には日頃より市政にご理解とご協力をたまわり、誠にありがとうございます。 

橿原市では、平成 27 年度より始まりました「子ども・子育て支援新制度」をより効率的に推

進していくため、平成 25 年 11 月にアンケートを実施いたしました。その結果を踏まえて、平

成 27 年 3 月に「子ども・子育て支援事業計画」を平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 カ年計

画として策定しました。現在これに基づき、子ども・子育て支援などに関するさまざまな施策

を実施しているところです。 

この計画の実施にあたり、毎年サービスの利用状況等のデータをもとに進捗管理を行ってお

りますところ、平成 29 年度はこの計画の中間年にあたるため、計画の見直しを行うこととなり

ました。 

つきましては、これまでの子ども・子育て支援などに関するさまざまな取り組みを検証する

とともに、この計画の見直しにあたって、市民の皆様が必要とされている教育・保育・子育て

支援の必要量や施策に対する意向などを把握するため、本調査を実施いたします。 

この調査は、住民基本台帳の中の就学前児童及び、下に就学前児童のいる小学生のお子さん

から、無作為に 2,400 人を抽出し、ご協力をお願いするものです。なお、ご回答いただいた結

果は、橿原市や奈良県、国の子ども・子育て支援施策の検討にのみ利用させていただくもので

あり、回答者個人が特定されたり、個々の回答内容が他に漏れたり、他の目的に利用されたり

することは一切ございません。 

市民の皆様には、お忙しい中、大変恐縮ではございますが、調査の趣旨をご理解いただき、

ぜひともご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

平成 29 年 9 月  橿原市長 森下 豊 

 

【ご記入に当たってのお願い】 

１．特にことわりがある場合以外は、封筒のあて名のお子さんについてご記入ください。 

２．この調査票には、あて名のお子さんの保護者の方がご記入ください。 

３．ご回答に当たっては、別紙「回答する前にお読みください」をご参照ください。 

４．ご回答は、選択肢に○をつけていただく場合と、数字などをご記入いただく場合がござい

ます。 

５．選択肢の場合、お選びいただく数が設問によって異なりますので、注意書きに従ってくだ

さい。また、「その他」をお選びいただいた場合は、その後のカッコ内に具体的な内容をご

記入ください。 

６．数字で時間（時刻）をご記入いただく場合は、24 時間制（例 18:00）でご記入ください。 

７．設問によってご回答いただく方が限られる場合がございますので、ことわり書きなどに従

ってご回答ください。 

８．ご記入後は、お手数ですが、同封の返信用封筒に入れて、10 月 31 日（火）までにポスト

にご投函ください。 

９．調査に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

  ○橿原市役所 健康部 こども未来課 電話：0744-25-2790 FAX：0744-25-2221 

 

資料３ アンケート（案） 
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封筒のあて名のお子さんとご家族の状況についてうかがいます 

問１ お住まいの地区はどこですか。分からない場合は町名をお答えください。（１つだけに○） 

１．畝傍南小学校区 

５．耳成小学校区 

９．香久山小学校区 

13．真菅北小学校区 

２．畝傍北小学校区 

６．今井小学校区 

10．新沢小学校区 

14．畝傍東小学校区 

３．鴨公小学校区 

７．真菅小学校区 

11．白橿南小学校区 

15．白橿北小学校区 

４．晩成小学校区 

８．金橋小学校区 

12．耳成南小学校区 

16．耳成西小学校区 

17．わからない ⇒ 町名をご記入ください。（                 ） 

 

問２ あて名のお子さんの生年月をご記入ください。 平成   年   月生まれ 

 

問３ あて名のお子さんと同居されている方はどなたですか。続柄はあて名のお子さんからみた

関係です。（あてはまるものすべてに○）また、同居している家族全員（ご両親（保護者）

とお子さんを含む）の人数をご記入ください。 

１．母親 

４．祖母 

２．父親 

５．祖父 

３．兄弟姉妹 

６．その他 
家族全員（     ）人 

 

問３-１ 問３で「３．兄弟姉妹」に○をつけた方にうかがいます。あて名のお子さんの兄弟

姉妹は何人いますか。あて名のお子さんを含めた人数を□内にご記入ください。また、

全てのお子さんの生年月をご記入ください。 

兄弟姉妹数  人 お子さんの生年月（例：平成２７年１０月、平成２９年３月…） 

 

 

 

   

   
   

   

 

問４ この調査票にご回答いただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係をお答え

ください。（１つだけに○） 

１．母親 ２．父親 ３．その他（        ） 

 

子どもの育ちをめぐる環境についてうかがいます 
問５ 日頃、あて名のお子さんの面倒をみてもらえる親族や知人はいますか。（あてはまるものす

べてに○） 

１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる  

２．緊急時もしくは用事のときには祖父母等の親族にみてもらえる  

３．日常的に子どもをみてもらえる友人や知人がいる  

４．緊急のときや用事があるときに子どもをみてもらえる友人や知人がいる 

５．いずれもいない  

 

問６ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）について、気軽に相談できる人はいますか。ま

た、相談できる場所はありますか。（１つだけに○） 

１．いる／ある ⇒【問６－１へ】 ２．いない／ない ⇒【問７へ】 
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問６-１ 気軽に相談できる人や場所などは、次のうちどれですか。（あてはまるものすべて

に○） 

１．配偶者・パートナー 

３．隣近所の人、地域の知人、友人 

５．保育所（園）、幼稚園、認定こども園〈※用語解説〉、 

学校の保護者の仲間 

７．子育て総合窓口（保健福祉センター） 

９．かかりつけの医師 

11．こども広場（かしはらナビプラザ） 

13．民生委員・児童委員、主任児童委員 

15．保健師・看護師・栄養士（健康増進課） 

17．県こども家庭相談センター 

19．その他（ 

２．その他の親族（親、兄弟姉妹など） 

４．職場の人 

６．子育てサークルの仲間 

 

８．保育士、幼稚園、学校の先生 

10．子育て支援センター 

12．家庭児童相談員〈※用語解説〉 

14．教育委員会 

16．保健所 

18．民間の電話相談 

                ） 

 

問７ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に関して、不安や負担などを感じていますか。

（１つだけに○） 

１．非常に不安や負担を感じる 

３．どちらともいえない 

５．まったく不安や負担を感じない 

２．なんとなく不安や負担を感じる 

４．あまり不安や負担は感じない 

 

 

問８ 子育て（教育を含む）に関する情報をどのようなところから入手されていますか。（あて

はまるものすべてに○） 

１．保育所（園）、幼稚園、認定こども園、学校 

３．こども広場（かしはらナビプラザ） 

５．市の広報、パンフレット 

７．親族（親、兄弟姉妹など） 

９．子育てサークルの仲間 

11．子育て雑誌、育児書 

13．インターネット 

15．情報の入手先がない 

２．子育て総合窓口（保健福祉センター） 

４．子育て支援センター 

６．その他市役所など公的な機関 

８．隣近所の人、知人、友人 

10．テレビ、ラジオ、新聞 

12．コミュニティ誌 

14．その他（            ） 

16．情報の入手手段がわからない 

 

 

あて名のお子さんの保護者の就労状況についてうかがいます 
問９ あて名のお子さんの保護者の就労状況（自営業や自営業を手伝っている場合も含みます）

についてうかがいます。 

（１）母親（父子家庭の場合、記入は不要です）（１つだけに○） 

１．就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

２．就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

３．今は就労していない 

 

（１）－１ （１）で「１．」「２．」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。週当たりの

「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」について、それぞれの

数字をカッコ内にご記入ください。ただし、就労日数や就労時間が一定でない場合

は、もっとも多いパターンについて、産休・育休・介護休業中の方は、休業に入

る前の状況についてお答えください。 

１週間当たり   日 １日当たり    時間 

⇒【（１）－１、（１）－２へ】 

⇒【（１）－２へ】 
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（１）－２ 現在の就労状況を変えたいという希望はありますか。以下で「３．」～「６．」を選ば

れた方は、それぞれカッコ内に数字をご記入ください。（１つだけに○） 

１．就労しており、今後も就労を続けていく予定 

２．就労しているが、今後は現在の就労をやめて子育てや家事に専念したい 

３．就労しており、更に就労時間の長い仕事への転換希望があり、実現できる見込みがある  

４．就労しており、更に就労時間の長い仕事への転換希望があるが、実現できる見込みはない  

５．就労しておらず、1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい  

６．就労していないが、すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい 

７．就労しておらず、今後も就労の予定はない 

 

※希望する就労形態 

       

１週間当たり  日 １日当たり   時間 
       

 

（２）父親（母子家庭の場合は記入は不要です）（１つだけに○） 

１．就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 

２．就労しているが、産休・育休・介護休業中である 

３．今は就労していない 
 

（２）－１ （１）で「１．」「２．」（就労している）に○をつけた方にうかがいます。週当たりの

「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」について、それぞれの

数字をカッコ内にご記入ください。ただし、就労日数や就労時間が一定でない場合

は、もっとも多いパターンについて、産休・育休・介護休業中の方は、休業に入

る前の状況についてお答えください。 

１週間当たり   日 １日当たり    時間 

 

（２）－２ 現在の就労状況を変えたいという希望はありますか。以下で「３．」～「６．」を選ば

れた方は、それぞれカッコ内に数字をご記入ください。（１つだけに○） 

１．就労しており、今後も就労を続けていく予定 

２．就労しているが、今後は現在の就労をやめて子育てや家事に専念したい 

３．就労しており、更に就労時間の長い仕事への転換希望があり、実現できる見込みがある  

４．就労しており、更に就労時間の長い仕事への転換希望があるが、実現できる見込みはない  

５．就労しておらず、1 年より先、一番下の子どもが（  ）歳になったころに就労したい  

６．就労していないが、すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい 

７．就労しておらず、今後も就労の予定はない 

 

※希望する就労形態 

       

１週間当たり  日 １日当たり   時間 
       

 

 

「橿原市子ども・子育て支援事業計画」についてうかがいます 

＊橿原市子ども・子育て支援事業計画 

  国で制定された「こども・子育て関連三法」のもとで平成２７年度から始まった「子ども・子育て支援新制度」を

効果的に推進し、子ども・子育て支援を総合的かつ計画的に展開するための計画です。 

[基本目標１] 質の高い教育・保育や子ども・子育て支援を提供する環境の充実 

[基本目標２] すべての子供が健やかに育つための親とこの健康づくりの推進 

[基本目標３] みんなで子育てを見守り、支えあう地域社会の構築 

  この計画に基づき、橿原市では様々な事業を推進しています。（※各事業の詳細は後述のとおり） 

⇒【（２）－１、（２）－２へ】 

⇒【（１）－２へ】 
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問 1０ 橿原市では、『橿原市子ども・子育て支援事業計画』（平成２７年度～平成３１年度の５

カ年計画）を策定し、その計画に基づいて業務を行っていることを知っていますか。 

１．知っている ⇒【問１０－１，１０－２へ】 ２．知らない ⇒【問１１へ】 

 

問 1０－1 問 1０で「１．知っている」に○をつけた方にうかがいます。どこで事業計画を知り

ましたか。（あてはまるものすべてに○） 

１．広報かしはら〔H27.6 月号に掲載しました。〕 

２．市ホームページ〔ホーム画面→子育て→子育て総合窓口 

→一番下位に「橿原市子ども・子育て支援事業計画」があります。〕 

３．子育て総合窓口（保健福祉センター） 

４．パブリックコメント実施時 

 

問 1０－２ 問 1０で「１．知っている」に○をつけた方にうかがいます。事業計画を見たことが

ありますか。 

１．見たことがある            ２．見たことがない 

 

問 1１ 橿原市では、前述の『橿原市子ども・子育て支援事業計画』に基づき、主に下記の事業

を推進しています。あて名のお子さんについて、それぞれのサービスにあてはまるもの

に○をつけてください。（各サービスの説明は P.6 以降をご覧ください） 

以下で「２．」を選んだ場合は、下の《利用等をしたことがない理由》からもっとも当

てはまるものを１つだけ選び、それぞれ「理由」欄に記入してください。 

サービス 回答（どちらかに○） 理由 
（ア～ク） 

①幼稚園 １．利用したことがある  ２．利用したことがない  

②保育所（園）・認定こども園 １．利用したことがある  ２．利用したことがない  

③利用者支援事業 
（子育て総合窓口） 

１．利用したことがある  ２．利用したことがない  

④時間外保育 
（保育所（園）・認定こども園の延長保育） 

１．利用したことがある  ２．利用したことがない  

⑤放課後児童健全育成事業 
（放課後児童クラブ） 

１．利用したことがある  ２．利用したことがない  

⑥子育て短期支援事業 
（ショートステイ・トワイライトステイ） 

１．利用したことがある  ２．利用したことがない  

⑦乳児家庭全戸訪問事業 
（新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問） 

１．訪問されたことがある ２．訪問されたことがない  

⑧養育支援訪問事業 １．訪問されたことがある ２．訪問されたことがない  

⑨地域子育て支援拠点事業 
（子育て支援センター・こども広場） 

１．利用したことがある  ２．利用したことがない  

⑩一時預かり事業 
（幼稚園の保育時間後の預かり保育） 

１．利用したことがある  ２．利用したことがない  

（保育所(園)・認定こども園・こども広場

での一時預かり） １．利用したことがある  ２．利用したことがない  

⑪病児保育事業 １．利用したことがある  ２．利用したことがない  

⑫子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・センター） 

１．登録したことがある  ２．登録したことがない  

⑬妊婦健康診査 １．利用したことがある  ２．利用したことがない  

 

《利用等をしたことがない理由》（それぞれ１つだけ選択） 

ア．利用する必要がない 

ウ．利用したい事業が地域にない 

オ．事業の質に不安がある 

キ．利用方法・利用料がわからない 

イ．自分が事業の対象者になるのかどうかがわからない 

エ．事業の利便性（立地、利用可能時間日数など）がよくない 

カ．利用料がかかる、高い 

ク．その他 
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問１２ 橿原市の子育て施策について、当てはまるものは次のうちどれですか。 

１．満足    ２．やや満足    ３．やや不満    ４．不満 

  ⇒「１．満足」「２．やや満足」に○をつけた方は、【問２６へ】 

  ⇒「３．やや不満」「４．不満」に○をつけた方は、【問１２－１へ】 

 

問 1２－１ 問１２で「３やや不満」「４不満」に○をつけた方にうかがいます。下記の事業

のうち、どれに不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．幼稚園 

２．保育所（園）・認定こども園 

３．利用者支援事業（保健福祉センター内の子育て総合窓口） 

４．時間外保育事業（保育所（園）・認定こども園の延長保育） 

５．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

６．子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

７．乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問） 

８．養育支援訪問事業 

９．地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター・こども広場） 

10．一時預かり事業（幼稚園の預かり保育、保育所(園)・認定こども園、こども広場） 

11．病児保育事業（市内１ヶ所にあります。） 

12．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

13．妊婦健康診査 

⇒【問１３へ】 

⇒【問１４へ】 

⇒【問１５へ】 

⇒【問１６へ】 

⇒【問１７へ】 

⇒【問１８へ】 

⇒【問１９へ】 

⇒【問２０へ】 

⇒【問２１へ】 

⇒【問２２へ】 

⇒【問２３へ】 

⇒【問２４へ】 

⇒【問２５へ】 

 

 

 

 ＊幼稚園について 

   幼稚園では、人とのかかわりや遊びを通して、自発性や自主性を育てています。また、幼児教育に関する相談に

応じるなど、地域の幼児教育のセンターとして多様なニーズに応えています。 

   （市立） 単独幼稚園 10 園、こども園５園 

    対象者 4 歳児、5 歳児の幼児 

    保育時間 月・火・木・金 AM８：４０～PM2:10 ／ 水 AM８：４０～PM1:30 

            ※保育時間終了後、午後 4 時まで預かり保育を実施（単独幼稚園は月・火・木・金のみ） 

   （私立） 市内４園 

    対象者・保育時間  ※園によって異なります 

問 1３ 問 1２－１で「１．幼稚園」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何に不満を感じ

ますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．利用料金 

２．保育内容 ※具体的に記入してください 

（                                        ） 

３．その他（                                       ） 
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 ＊保育所（園）・認定こども園について 

     保護者が就労・妊娠・出産・疾病・介護などの理由により家庭で児童を保育できない場合に利用できます。 

    ○申込み：こども未来課、もしくは私立保育園・私立認定こども園で受付しています。（随時受付を行っています

が、前年 10 月くらいに一斉申し込みの時期があり、広報、市ホームページにも掲載しています。） 

    ○標準時間認定：最大で 1 日 11 時間保育 ／ 保育短時間認定：最大で 1 日 8 時間保育 

   （市立）こども園５ヶ所   対象者  生後６ヶ月から小学校入学前までの児童 

                   保育時間 平日 AM７：１５～PM７：００ ／ 土曜日 AM７：１５～PM１：３０ 

                          ※但し、延長保育は満１歳の誕生日の日からです 

   （私立）保育園９ヶ所、認定こども園１ヶ所 （※園によって対象者・保育時間帯などが異なります） 

 

＊待機児童数の推移 

96名（平成 27年 4月 1日現在）／45名（平成 28年 4月 1日現在）／20名（平成 29年 4月 1日現在） 

 

＊橿原市では待機児童対策として、以下のような整備を図りました。 

   ・市立保育所では、平成 28年 4月より２園合計 100名、平成 29年 4月より 1園 110名（いずれも認可権者：

奈良県）の定員を増加しました。 

   ・私立保育園では、平成 27年度より 1園が幼保連携型認定こども園に移行し、その際に定員数を 41名増加し

ました。また、それまで認可外保育施設であった 3園の事業認可（認可権者：奈良県）を行い、平成 27年度よ

り定員合計 132 名の受入増を図っています。 

・今後の予定として、私立保育園 1 園が平成 29 年度中に定員を増加する予定です。（15 名増加予定） 

 
＊その他 

   ・全国的にも保育士が不足していますが、橿原市においても保育士が不足しています。 

（現在募集中です。どなたかお知り合いの方がおられたら紹介よろしくお願いします。(平成 29 年 9 月時点)） 

問１４ 問 1２－１で「２．保育所（園）・認定こども園」に○をつけた方にうかがいます。具

体的に何に不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．保育所（園）・認定こども園の入所について（待機児童） 

２．保育時間について        ３．保育料について 

４．その他 （                                    ） 

 

問１４－１ 問１４で「１．保育所（園）・認定こども園の入所について」に○をつけた方に

うかがいます。橿原市では待機児童解消のために定員増加の取り組みを進めていますが、

方向性としてどうしていくべきだと思われますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．市立保育所で受入をもっと増やすべきだ 

２．私立保育園・認定こども園で受入をもっと増やすべきだ 

３．受入は一定確保すべきだが、保育の質の低下になり兼ねないので、現存施設で対応すべきだ 

４．その他 （                                  ） 

 

問１４－２ 問１４で「２．保育時間について」に○をつけた方にうかがいます。保育時間に

ついて、今後どのような設置を希望しますか。（あてはまるものすべてに○を付けた

うえで、□内に希望時間を記入してください） 

１．平日   時 から   時 まで 
       

２．土曜日   時 から   時 まで 
       

３．日曜日   時 から   時 まで 
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 ＊利用者支援事業：「子育て総合窓口」 

    平成 27年 9月 1日から、保健福祉センター南館 1階で「子育て総合窓口」を開設し、市役所で行っている妊

娠・出産から子育てまでの支援の紹介や相談を行っています。また、同北館 4 階健康増進課内でも妊娠・出産

等の相談を行っています。（窓口では子育て支援パンフレットも配布しています。） 

※今後、大和八木駅南側の新分庁舎へ異動した際にも設置予定です。 

問１５ 問１２－１で「３．利用者支援事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何に不満

を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．相談窓口の数が少ない    ２．その他（                   ） 

 

問１５－１ 問１５の「１．相談窓口の数が少ない」に○をつけた方にうかがいます。設置場

所について、現在は上記のとおり設置していますが、今後どのような設置を希望しま

すか。（あてはまるものすべてに○） 

１．相談窓口は保育所（園）・幼稚園・認定こども園等にもあるのでこのままで良い 

２．市役所にも設置してほしい 

３．かしはら万葉ホールにも設置してほしい 

４．その他の場所にも設置してほしい ⇒具体的な場所（               ） 

 

 

 ＊時間外保育事業（保育所（園）・認定こども園の延長保育） 

保育所（園）・認定こども園に入所している保護者等の就労実態に応じて通常保育時間を超えて利用できます。

（別途料金が必要） 

    ｛対象者｝ （市立） 満１歳の誕生日から利用可能 

           （私立） ※園によって対象児の年齢等が異なります 

問１６ 問１２－１で「４．時間外保育事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何に不満

を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．利用可能時間 

３．その他（ 

２．利用料金 

                   ） 

 

問１６－１ 問１６の「１．利用可能時間」に○をつけた方にうかがいます。今後どのような

設置を希望しますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．もっと早い時間から預かってほしい ２．もっと遅い時間まで預かってほしい 

 

 

 ＊放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

    就労などによって保護者が昼間家庭にいない小学生に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を提

供し、児童の健全な育成を図るため、小学校区ごとに設置しています。 

    今年度より畝傍南小校区に開所し、全小学校区に１箇所以上、公設民営の放課後児童クラブが設置されまし

た。  

問１７ 問１２－１で「５．放課後児童健全育成事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的

に何に不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．利用日・時間 

４．利用料金 

２．利用中の支援内容 

５．申請時期 

３．施設設備 

６．その他（             ） 

 

問１７－１ 問１７で、「１．利用日・時間」に○をつけた方にうかがいます。今後どのよ

うな設定を希望しますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．平日の開所時間をもっと長くして欲しい ２．日曜日・祝日も開所して欲しい 
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問１７－２ 問１７で、「２．利用中の支援内容」に○をつけた方にうかがいます。今後ど

のような内容を希望しますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．地域との交流の機会を増やしてほしい 

３．自由に遊ばせてほしい 

２．学習できる環境をより充実してほしい 

 

 

 

 ＊子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

   保護者の病気や仕事のため、子どもの養育が困難になった場合、児童福祉施設で養育を支援します。 

｛ショートステイ｝一時的にお子さんの養育が困難になった時に児童福祉施設で一時保護し、養育を支援します。 

｛トワイライトステイ｝保護者が、仕事で帰宅が夜間になる、あるいは仕事で休日に不在となるなどで、お子さんの

生活指導等養育面に困難が生じる場合、児童福祉施設でお子さんの生活指導・夕食の提供

などを行います。 

※どちらも原則として、事前登録・保護者負担が必要です。 

問１８ 問１２－１で「６．子育て短期支援事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何

に不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．利用条件がわからない 

３．利用可能施設が少ない 

２．利用中の支援内容 

４．その他（                      ） 

 

問１８－１ 問１８で「１．利用条件がわからない」に○をつけた方にうかがいます。どうい

った場所・方法で広報を行うことが適切と考えますか。（あてはまるものすべてに

○） 

１．広報･ホームページ等での周知 

２．児童福祉施設（保育所(園)・幼稚園・認定こども園、地域子育て支援拠点施設等）での周知 

３．民間施設（大型商業施設など）での周知 

４．その他（                                   ） 

  

問１８－２ 問１８で「２．利用中の支援内容」に○をつけた方にうかがいます。具体的にど

ういった面を充実することを希望しますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．生活指導 

３．その他（ 

２．夕食の提供 

                      ） 

  

 

＊乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問） 

橿原市で出生されたすべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において不

安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行います。 

問１９ 問１２－１で「７．乳児家庭全戸訪問事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的に

何に不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．訪問時期が遅い 

３．訪問は不要 

２．訪問回数を増やしてほしい 

４．その他（                 ） 

 

問１９－１ 問１９で「１．訪問時期が遅い」「２．訪問回数を増やしてほしい」に○をつけ

た方にうかがいます。お子さんが何歳の時期に訪問するのが適切だと思いますか。

（訪問を複数回にすることが適切だと考える場合は、希望する時期すべてに○） 

１．０歳０ヶ月頃    

３．０歳２ヶ月頃 

５．０歳４ヶ月頃    

２．０歳１ヶ月頃 

４．０歳３ヶ月頃 
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問１９－２ 問１９で「３．訪問は不要」に○をつけた方にうかがいます。訪問が不要だと考

える理由のうち、もっともあてはまるものはどれですか。（あてはまるものすべて

に○） 

１．市の広報誌等で情報を得られる 

３．育児サークルなど別の情報源がある 

２．兄弟がいるので以前に説明を受けた 

４．その他（                ） 

 

 

 ＊養育支援訪問事業 

    子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭など、保護者の養育支援が特に必要と認められる家庭を対象に、

専門職員が訪問し、相談・指導・助言などの支援を行います。 

問 2０ 問１２－１で「８．養育支援訪問事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何に

不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．訪問を受けたいが、相談窓口がわからない〔→子育て支援課にお問い合わせください〕 

２．訪問回数を増やしてほしい 

３．その他 （                                    ） 

 

問 2０－１ 問 2０で「１．訪問を受けたいが、相談窓口がわからない」に○をつけた方にう

かがいます。この事業の啓発には、何が必要だと思いますか。（あてはまるものす

べてに○） 

１．広報･ホームページ等での周知 

２．児童福祉施設（保育所(園)・幼稚園・認定こども園、地域子育て支援拠点施設等）での周知

３．その他 （                                  ） 

 

 

＊地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター・こども広場） 

    子育てに関する相談・指導、情報提供、保護者や子どもの交流の場・機会を提供するための施設です。 

    0 歳～小学校入学前の子どもと保護者（市内在住）を対象としています。 

   ｛子育て支援センター｝ 場所：白橿町８－１９－２ （旧白橿南幼稚園） 

                  開所日時：月曜日～金曜日 AM９：００～PM５：００（土・日・祝を除く） 

   ｛こども広場｝ 場所：内膳町１-６-８ （橿原市観光交流センター かしはらナビプラザ３F） 

            開所日時：AM９：００～PM５：００（年末年始のみ休館） 

            ※こども広場では一時預かりも行っています。 

問 2１ 問１２－１で「９．地域子育て支援拠点事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的

に何に不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．利用時間 

３．施設が少ない 

５．その他 （ 

２．利用中の支援内容 

４．子育て支援センターでも一時預かり事業を実施してほしい 

                            ） 

 

問 2１－１ 問 2１で「１．利用時間」に○をつけた方にうかがいます。今後どのような設定

を希望しますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．午後６時まで開所してほしい ２．午後 7 時まで開所してほしい 

３．子育て支援センターについて、土曜日も開所してほしい 

４．その他（                                  ） 

 

問 2１－２ 問 2１で「２．利用中の支援内容」に○をつけた方にうかがいます。今後どのよ

うな支援の強化を希望しますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．子どもと保護者のふれあい遊びの日を増やしてほしい 

２．その他（                                  ） 
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＊一時預かり事業について 

  幼稚園 

   既に幼稚園に入所している子どもについて、保育時間終了後に預かり保育をしています。 

 

  保育所（園）・認定こども園 

    保護者の仕事・疾病・入院・看護・出産・リフレッシュなど家庭で保育が困難な時、緊急、一時的に児童を預か

ります。申し込みは各保育所（園）で電話にて受け付けています。（※事前登録が必要です。） 

｛実施場所｝ 

（市立）今井保育所（第２こども園）、大久保保育所（第４こども園）、川西保育所（第５こども園） 

○平日のみ AM８：３０～PM4:30 3 箇所のうち 2 箇所を組み合わせて利用可能 

（私立）愛育保育園  ○平日 AM９：００～PM5:00／土曜日 AM９：００～PM０：００（延長 PM５：００まで） 

（私立認定こども園）橿原保育園  ○平日 AM８：３０～PM4:30／土曜日 AM９：００～PM０：１５ 

こども広場 

    観光･買い物･その他子育て世代の活動を支援します。また、心理的及び肉体的負担の解消を支援します。

（通院、学校行事、リフレッシュ等） 申し込みは来館・電話にて受け付けています。 

｛実施場所｝こども広場 内膳町１-６-８（橿原市観光交流センター かしはらナビプラザ３F） 

○年末年始以外の毎日（1ヶ月 12日まで利用可） AM９：００～PM７：００（1日最大 4時間まで） 

｛対象者｝１歳～小学校入学前までの児童 

問 2２ 問１２－１で「10．一時預かり事業について」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何

に不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．幼稚園での保育時間終了後の預かり保育 

３．その他施設での一時預かり 

２．保育所（園）・認定こども園での一時預かり 

 

 

問 2２－１ 問２２で「1．幼稚園での保育時間終了後の預かり保育」に○をつけた方にうかがいま

す。幼稚園では、幼稚園に在園している子どもについて保育時間終了後に預かり保育を

実施していますが、今後どのような設定を希望しますか。（あてはまるものすべてに

○） 

１．もっと遅い時間まで預かってほしい ２．水曜日も実施してほしい 

３．長期休業中（夏休み、冬休み、春休み）も希望者は預かってほしい 

 

問 2２－２ 問２２で「２．保育所（園）・認定こども園での一時預かり」に○をつけた方にうかが

います。保育所（園）・認定こども園では通常の入所と別に、上記の一時預かり事業を

実施していますが、今後どのような設定を希望しますか。（あてはまるものすべてに

○） 

１．もっと早い時間から預かってほしい 

３．定員（受入数）を増やしてほしい 

２．もっと遅い時間まで預かってほしい 

４．場所を増やしてほしい 

 

問 2２－３ 問２２で「３．その他施設での一時預かり」に○をつけた方にうかがいます。本市で

は、こども広場でも上記の一時預かり事業を実施していますが、今後どのような設定を

希望しますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．もっと早い時間から預かってほしい 

３．１ヶ月１２日までの制限を緩めてほしい 

２．もっと遅い時間まで預かってほしい 

４．１日４時間までの制限を緩めてほしい 

５．こども広場以外にも場所を増やしてほしい ⇒具体的な場所（            ） 
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＊病児保育事業 

    病気や病気の回復期にあることから集団保育が困難な場合で、かつ保護者が勤務等の都合により家庭で保育

を行うことができない場合、病院に併設された保育室でお子さんを預かっています（中曽司町に 1 箇所） 

    対象となるのは、市内（または利用協定のある市町村）に在住の、小学校６年生までのお子さんです。 

問２３ 問１２－１で「11．病児保育事業」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何に不

満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．利用条件を緩和してほしい 

３．利用料金を軽減してほしい 

２．施設数を増やしてほしい 

４．その他 （                 ） 

 

問 2３－１ 問 2３で「１．利用条件を緩和してほしい」に○をつけた方にうかがいます。次

のうち、あてはまるものに○をつけてください。（あてはまるものすべてに○） 

１．土曜日の午後も預かってほしい 

３．緊急時も預かってほしい 

５．その他（ 

２．日曜日・祝日も預かってほしい 

４．状況に応じて利用時間を長くしてほしい 

                        ） 

 

問 2３－２ 問 2３で「２．施設数を増やしてほしい」に○をつけた方にうかがいます。そう

思う理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．市内に１箇所しかない 

３．定員（受入数）が不足と感じる 

２．立地が偏っている、遠い 

 

 

 

 ＊子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

    子育てを支援してほしい人（依頼会員）と、応援したい人（援助会員）をコーディネートして、地域における育児の

相互援助活動を推進します。 

 内容の周知を図り、定期的な講習会を開催することで、援助会員の確保に努めます。 

問２４ 問１２－１で「12．子育て援助活動支援事業」に○をつけた方にうかがいます。具体

的に何に不満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．依頼会員として利用したいが条件の合う援助会員がいない 

２．援助会員になるための条件が厳しい 

３．子どもを預ける、預かるのが不安 

４．その他（                                     ） 

 

問２４－１ 問２４で「１．依頼会員として利用したいが条件の合う援助会員がいない」に○

をつけた方にうかがいます。そう思われる理由をお答えください。（１つだけに○） 

１．そもそも援助会員が預けられる距離にいない 

２．日程の合う援助会員が預けられる距離にいない 

３．その他 （                                  ） 

 

問２４－２ 問２４で「３．子どもを預ける、預かるのが不安」に○をつけた方にうかがいま

す。そう思われる理由をお答えください。（１つだけに○） 

１．万が一の事故が不安 

２．その他（                                   ） 
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＊妊婦健康診査 

妊婦の状態を的確に把握し、健康管理と異常の早期発見により、安心な妊娠・出産ができるように、妊娠中の定

期的な健康診査の受診を促しています。（委託産婦人科及び助産所で実施） 

問２５ 問１２－１で「13．妊婦健康診査」に○をつけた方にうかがいます。具体的に何に不

満を感じますか。（あてはまるものすべてに○） 

１．内容をもっと充実させてほしい 

３．その他（ 

２．もっと周知してほしい 

                       ） 

 

問２５－１ 問２５で「１．内容をもっと充実させてほしい」に○をつけた方にうかがいます。

妊婦健康診査で強化してほしいことは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．育児方法の相談 

３．栄養相談 

２．医師による個別相談 

４．その他（                 ） 

 

問２５－２ 問２５で「２．もっと周知してほしい」に○をつけた方にうかがいます。どうい

った場所・方法で広報を行うことが適切と考えますか。（あてはまるものすべてに

○） 

１．広報･ホームページ等での周知 

２．児童福祉施設（幼稚園、保育所(園)、地域子育て支援拠点施設など）での周知 

３．民間施設（大型商業施設など）での周知 

４．その他（                                    ） 
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親と子の健康づくりについてうかがいます 
問２６ 子育て中の母親、父親の体調や気持ちについてうかがいます。それぞれの項目について、

お答えください。（項目ごとに１つだけに○） 

①子育ては楽しいですか。 
１．楽しい       ２．楽しくない  

３．どちらともいえない 

②保護者はゆっくりした気分でお子さんと過

ごせる時間はありますか。 
１．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

③子育てに自信が持てないことがありますか。 １．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

④子育てに困難を感じることがありますか。 １．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

⑤お母さんは子育てに関わっていますか。 

１．よくやっている  ２．時々やっている 

３．ほとんどしない  ４．何ともいえない 

５．父子家庭である 

⑥お母さんは、子どもを虐待しているのではな

いかと思うことがありますか。 

１．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

４．父子家庭である 

 

⑥－1 ⑥で「１．はい」に○をした方にう

かがいます。それは、どのようなこ

とですか。 

１．たたくなど 

２．食事を長時間与えないなどの制限や放置 

３．しつけのし過ぎ 

４．感情的な言葉 

５．その他（              ） 

⑦お父さんは子育てに関わっていますか。 

１．よくやっている  ２．時々やっている 

３．ほとんどしない  ４．何ともいえない 

５．母子家庭である 

⑧お父さんは、子どもを虐待しているのではな

いかと思うことがありますか。 

１．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

４．母子家庭である 

 

⑧－1 ⑦で「１．はい」に○をした方にう

かがいます。それは、どのようなこ

とですか。 

１．たたくなど    

２．しつけのし過ぎ 

３．感情的な言葉 

４．その他（              ） 

⑨保護者同士で、子育てのことでよく話しあっ

ていますか。 
１．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

 

問２７ これまでの子育てで良かったと思うことは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．家庭がにぎやかで楽しい 

３．子どもを通じて交流が広がる 

５．生きていく支えになる 

７．精神的なやすらぎが保てる 

９．その他（ 

２．親としての喜びや楽しみが得られる 

４．子育てによって自分が成長する 

６．夫婦の結びつきが強くなる 

８．特にない 

                    ） 

 

 

 

 

 



15 

問２８ あて名のお子さんを妊娠、出産した時の状況についてうかがいます。それぞれの項目に

ついて、お答えください。（項目ごとに１つだけに○） 

①妊娠することへの不安はありましたか。 １．なかった     ２．あった 

②妊娠中の受動喫煙への配慮についてどうで

したか。 

１．満足       ２．まあ満足   

３．やや不満     ４．不満 

③夫の援助などの家庭環境についてどうでし

たか。 

１．満足       ２．まあ満足   

３．やや不満     ４．不満 

５．母子家庭である 

④職場の理解や対応についてどうでしたか。 

１．満足       ２．まあ満足   

３．やや不満     ４．不満 

５．働いていない 

⑤市や医療機関が実施している母親（両親）学

級〈※用語解説〉に参加しましたか。 
１．はい       ２．いいえ 

⑥これまでに受けた健診以外の公共機関のサービ

ス（乳幼児相談や教室）に満足していますか。 
１．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

 

問２９ あて名のお子さんの生活についてうかがいます。それぞれの項目について、お答えくだ

さい。（項目ごとに１つだけに○） 

①ふだんのお子さんの起床時間、就寝時間は何

時頃ですか。カッコ内に（例）18：00のよう

に 24時間制でご記入ください。 

起床時間 （   ：   ） 

就寝時間 （   ：   ） 

②毎日の食事時間を決めていますか。 １．はい       ２．いいえ 

③お子さんの朝食のとり方はどうですか。 

１．毎日食べる     

２．週に１～２回抜く 

３．週に３～４回抜く  

４．週に１～２回しか食べない 

５．ほとんど食べていない 

④家族そろって夕食を食べていますか。 

１．毎日食べる 

２．週に４～６回 

３．週に１～３回 

４．ほとんどない 

 

問３０ けがや病気についてうかがいます。それぞれの項目について、お答えください。（項目ご

とに１つだけに○） 

①かかりつけ小児科医はいますか。 １．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

②かかりつけ歯科医はいますか。 １．はい ２．いいえ ３．何ともいえない 

③休日・夜間応急診療所〈※用語解説〉をご存

知ですか。 
１．知っている    ２．知らない 
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④お子さんは、これまでにけがや事故で医者に

かかったことがありますか。 
１．ある       ２．ない 

⑤たとえば、風呂場のドアを乳幼児が自分で開

けることができないようにするなど、事故防

止に工夫をしていますか。 

１．はい       ２．いいえ 

⑥ご家族は、お子さんの前でたばこを吸わない

ようにしていますか。 

１．はい       ２．いいえ 

３．たばこを吸う人はいない 

⑦乳幼児突然死症候群（SIDS）〈※用語解説〉

について知っていますか。 
１．知っている    ２．知らない 

 

問３１ 乳児健診・幼児健診〈※用語解説〉を受けたときの状況についてうかがいます。それぞれ

の項目について、お答えください。 

①乳児健診（３か月、10 か月健康診査）の満足度はいかがですか。（１つだけに○） 

また、「３.」「４.」については、その理由をカッコ内にご記入ください。 

１．満足       ２．まあ満足    ３．やや不満     ４．不満                       

 「３．やや不満」「４．不満」の理由（                       ） 

 

②乳児健診（３か月、10 か月健康診査）で強化してほしいことは何ですか。（あてはまるものす

べてに○） 

１．成長・発達の確認 

４．育児方法の相談 

７．事故予防について 

２．病気の有無の確認 

５．栄養相談 

８．その他（ 

３．医師による個別相談  

６．遊び方や接し方の相談 

            ）  

 

③幼児健診（１歳６か月児、３歳６か月児健康診査）の満足度はいかがですか。（１つだけに○）

また、「３.」「４.」については、その理由をカッコ内にご記入ください。 

１．満足       ２．まあ満足    ３．やや不満     ４．不満                       

 「３．やや不満」「４．不満」の理由（                       ） 

 

④幼児健診（１歳６か月児、３歳６か月児健康診査）で強化してほしいことは何ですか。（あて

はまるものすべてに○） 

１．成長・発達の確認 

４．育児方法の相談 

７．栄養相談 

10．事故予防について 

12．その他（ 

２．病気の有無の確認 

５．お母さん同士の情報交換 

８．遊び方や接し方の相談 

11．歯科保健相談 

 

３．医師による個別相談  

６．子どもの友達づくり 

９．心理相談員による発達相談 

 

        ） 
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すべての方に、市の子育て支援施策についてうかがいます 
問３２ 市に対して、どのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待していますか。（あて

はまるものすべてに○／選択肢４～７に○を付けた場合は、具体的に記入してください） 

１．専業主婦など誰でも気軽に利用できる保育サービスがほしい 

２．夜間や緊急時の医療体制の充実をしてほしい 

３．残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい 

４．親子が安心して集まれるような、身近で出かけやすく楽しめる場を増やしてほしい。 

 →例えばどのような場ですか。具体的に記入してください。  

   

 

   

５．子育てに困った時に相談したり、情報が得られる場をつくってほしい  

 →例えばどのような場ですか。具体的に記入してください。  

   

 

   

６．子育てについて学べる機会をつくってほしい  

 →例えばどのような内容ですか。具体的に記入してください。  

   

 

   

７．その他  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

アンケートは以上です。お忙しい中ご協力いただき、誠にありがとうございました。 

ご記入漏れがないかご確認の上、返信用の封筒に入れて、1０月３１日（火）までに

切手を貼らずにポストに投函くださいますようお願いいたします。 


